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英語コーパス学会会則 

 

（名称） 

第  1 条  本会は「英語コーパス学会」

（Japan Association for English Corpus 

Studies，略称 JAECS）と称する。 

(目的） 

第 2 条 本会は英語コーパス及びコーパス

ツールの開発・評価・利用に関わる研究，ま

た，英語コーパスを用いた言語研究・言語教

育研究・関連研究を促進することを目的と

する。 

（事業） 

第 3 条 本会は前条の目的を達成するため

に，次の事業を行う。 

(1) 大会・研究会等の開催 

(2) 学会誌・学会報等の発行 

(3) その他本会の趣旨に沿う事業 

（会員） 

第 4 条 本会の会員は一般会員，学生会員，

団体会員，賛助会員，功労会員及び名誉会員

よりなる。 

(1) 一般会員は本会の趣旨に賛同する個人

とする。 

(2) 学生会員は本会の趣旨に賛同する個人

のうち，大学又は大学院に籍を置く学生と

する。 

(3) 団体会員は本会の趣旨に賛同する大学，

研究所，図書館その他の研究・教育団体とす

る。 

(4) 賛助会員は本会の趣旨に賛同する企業

等とする。 

(5) 功労会員は本会の活動に長く寄与した

個人とする。功労会員の規程は別に定める。 

(6) 名誉会員は本会の活動に特別に寄与し

た個人とする。 

（会費） 

第 5 条 本会の会費について以下の通り定

める。 

(1) 会員は所定の会費を納めるものとする。 

(2) 会費の額については次の通りとする。 

一般会員 年額 5,000 円（在外会員は年額 

6,000 円） 

学生会員 年額 2,000 円（在外会員は年額 

3,000 円） 

団体会員 年額 5,000 円 

賛助会員 年額 15,000 円 

(3) 会費は入会時点又は会計年度開始時点

で納入する。 

(4) 2 年間にわたって会費納入がない場合

は会員の資格を失う。 

(5) 名誉会員，功労会員，顧問からは会費

を徴収しない。 

（会計年度） 

第 6 条 本会の会計年度は 4 月 1 日に

始まり，翌年 3 月 31 日をもって終わる。 

（組織） 

第 7 条 本会に執行部，事務局，役員会，

学会誌編集委員会，学会賞選考委員会，大会

実行委員会，研究会（SIG）を置く。 

(1) 執行部は会長，副会長，事務局長，事務

局員で構成し，本会全体にかかわる事業を

執行・監督する。 

(2) 事務局は事務局長及び事務局員で構成

し，本会の事務を執行する。 

(3) 役員会は役員で構成し，本会にかかる

諸問題を審議・決定する。 

(4) 学会誌編集委員会は学会誌の刊行にか

かる業務を担当する。学会誌編集委員会の

規程は別に定める。 

(5) 学会賞選考委員会は学会賞・奨励賞の

選考にかかる業務を担当する。学会賞選考

委員会の規程は別に定める。 

(6) 大会実行委員会は大会の企画・準備・

実施にかかる業務を担当する。大会実行委

員会の規程は別に定める。 

(7) 研究会（SIG）は会員のうち，希望する

者によって構成し，それぞれが掲げる研究

目的に応じた活動を行う。研究会の規程は
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別に定める。 

（役員） 

第 8 条 本会に次の役員をおく。 

(1) 会長 1 名 

(2) 副会長 若干名 

(3) 理事 若干名 

(4) 幹事 若干名 

（役員の任期・定年） 

第 9 条 役員の任期は以下の通りとする。 

(1) 会長・副会長の任期は 2 年とし，引き

続き 2 期までの再任を妨げない。 

(2) 理事・幹事の任期は 2 年とし，再任を

妨げない。 

(3) 任期は当該年度の 4 月 1 日から起

算する。 

(4) 役員の定年を 70 歳とする。任期の途

中で定年に達したときは当該年度の終了ま

で，その任にあたる。 

（役員の任務） 

第 10 条 役員の任務は以下の通りとする。 

(1) 会長は本会を代表し，会務を統括する。

会長は総会・役員会を招集し，これを主宰す

る。 

(2) 副会長は会長の命ずる職務を所掌する

とともに，会長を補佐し，必要に応じて会長

の職務を代行する。 

(3) 理事は役員会に出席し，本会の運営に

関わる重要事項を審議・議決する。 

(4) 幹事は役員会に出席し，理事を補佐し，

本会の運営に関わる重要事項を審議・議決

する。 

（役員の選出） 

第 11 条 役員は役員会における投票によ

って決定する。 

（役職員） 

第 12 条 本会に次の役職員をおく。 

(1) 顧問 若干名 

(2) 事務局長 1 名 

(3) 事務局員 若干名 

(4) 監査 1 名 

(5) 学会誌編集委員会委員長 1 名 

(6) 学会誌編集委員 若干名 

(7) 学会賞選考委員会委員長 1 名 

(8) 学会賞選考委員 若干名 

(9) 大会実行委員会委員長 １名 

(10) 大会実行委員 若干名 

（役職員の任期・定年） 

第 13 条 役職員の任期は以下の通りとす

る。 

(1) 顧問の任期は終身とする。 

(2) 事務局長・事務局員，監査，学会誌編集

委員会委員長及び委員，学会賞選考委員会

委員長及び委員の任期は 2 年とし，引き続

き 2 期までの再任を妨げない。任期は当該

年度の 4 月 1 日から起算する。 

(3) 大会実行委員会委員長及び委員の任期

は，役員会で承認された日から当該大会に

関係する業務の終了時までとする。 

(4) 顧問を除く役職員の定年を 70 歳と

する。任期の途中で定年に達したときは当

該年度の終了まで，その任にあたる。 

（役職員の任務） 

第 14 条 役職員の任務は以下の通りとす

る。 

(1) 顧問は役員会の求めに応じて学会運営

への助言を行う。 

(2) 事務局長は事務局を主宰し，本会の事

務を執行・監督する。 

(3) 事務局員は事務局長の指示の下，必要

な業務を執行する。 

(4) 監査は本会の会計及び運営が適切にな

されているか精査し，その結果を総会で報

告する。 

(5) 学会誌編集委員会委員長は学会誌編集

委員会を主宰し，学会誌の刊行にかかる業

務を執行・監督する。 

(6) 学会誌編集委員は委員長の指示の下，

必要な業務を執行する。 

(7) 学会賞選考委員会委員長は学会賞選考

委員会を主宰し，学会賞・奨励賞の選考にか
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かる業務を執行・監督する。 

(8) 学会賞選考委員は委員長の指示の下，

必要な業務を執行する。 

(9) 大会実行委員会委員長は大会実行委員

会を主宰し，大会の企画・準備・実施にかか

る業務を執行・監督する。 

(10) 大会実行委員は委員長の指示の下，必

要な業務を執行する。 

（役職員の選出） 

第 15 条 役職員は会長が推薦し，役員会

で承認する。役職員と役員の兼務を妨げな

い。 

（会議） 

第 16 条 本会は以下の会議を開催する。 

(1) 総会は会長の招集により，原則として

年 1 回以上開催し，会則の改定，予算・決

算その他重要事項を審議する。なお，電子メ

ールやその他の手段を用いた総会の開催も

可能とする。総会での議決は出席者の過半

数による。 

(2) 役員会は会長の招集により，原則とし

て年 2 回以上開催し，本会の運営にかかる

諸問題を審議し，決定する。なお，電子メー

ルやその他の手段を用いた役員会の開催も

可能とする。役員会での議決は出席者の過

半数による。 

(3) 事務局会議は事務局長の判断の下，不

定期に開催する。 

(4) 学会誌編集委員会，学会賞選考委員会，

大会実行委員会は各委員長の判断の下，不

定期に開催する。 

 

付則  

(1) 本会則は 2020年4月 1日から施行す

る。 

(2) 本会則は 2021年4月 1日から改正施

行する。 

(3) 本会則は 2022年4月 1日から改正施

行する。 

 

 

 

（備考） 

(1) 本会は 1993 年 4 月 1 日に「英語コー

パス研究会」として発足し，1997 年 4 月

1 日に「英語コーパス学会」に改組されて現

在に至る。 

(2) 岐阜市立女子短期大学英語英文学科小

島ますみ研究室（〒501-0192 岐阜市一日

市場北町 7 番 1 号）に置く。 
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英語コーパス学会研究会規程 

 

（研究会） 

第 1 条 英語コーパス学会（以下「学会」

という）は，コーパスを用いた英語及びその

関連領域の調査・研究事業のために，研究会

を設置する。 

（研究会の名称） 

第 2 条 研究会の名称は，「英語コーパス学

会○○研究会」とする。英文表記は「JAECS 

SIG on ...」とする。 

（研究会の構成） 

第 3 条 研究会は 5 名以上の会員で構成

する。 

2 研究会には代表者と副代表者を置く。代

表者と副代表者は会員であることとする。 

3 研究会に所属する者は会員を原則とする。 

（研究会の設置） 

第 4 条 本規程に則って研究会を設置しよ

うとする者は，学会の事務局長を通じて研

究会設立趣意書を提出し，役員会の承認を

得る。 

（研究会の解散） 

第 5 条 研究会を解散する場合は，研究会

解散届を役員会に提出し，役員会の承認を

得る。 

2 研究会の活動が 2 年にわたって認めら

れない場合は，役員会の審議を経て，解散と

する。 

（研究会の開催） 

第 6 条 研究会は原則として定期的に開催

するものとする。 

（研究会の任務） 

第 7 条 研究会は研究成果を公表すること

を原則とする。 

（研究会の報告義務） 

第 8 条 研究会は毎年，当該年度の活動報

告及び会計報告，研究会会員名簿，翌年度の

活動計画及び予算を役員会に報告する。 

2 前項の報告を特別の理由なく怠った場合

には，役員会の審議を経て，解散とする。 

（研究会補助費） 

第 9 条 研究会は，1 年間の研究会の活動

に関して支出した経費のうち，3 万円を限

度として学会に補助を申請することができ

る。また，特別の事由がある場合は 5 万円

までの補助を申請することができる。 

2 補助の申請は 3 月 15 日までに事務局

長に行うこととする。 

3 補助の申請には支出を証明する領収書類

の添付を行うこととする。 

4 補助の対象は，会場使用料，講師謝金，

講師交通費，印刷費，作業者謝金，書籍・文

具等購入費，研究会での茶菓代，事務雑費に

限る。 

（研究会の出版刊行） 

第 10 条 研究成果の出版物刊行について

は，所定の手続きに従い出版計画書等を役

員会に提出し，承認を得る。 

（改廃） 

第 11 条 この規程の改廃は，役員会の議

決による。 

 

付則 本規程は 2020 年 4 月 1 日から施行

する。 
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英語コーパス学会学会賞規程 

 

（賞の定義） 

第 1 条 英語コーパス学会（以下「学会」 

という）は，会員による英語コーパス研究の

奨励を目的として，学会賞を授与すること

ができる。 

2 学会賞は，英語コーパス学会学会賞（以

下「学会賞」という）と英語コーパス学会奨

励賞（以下「奨励賞」という）からなる。 

3 学会賞と奨励賞の英語による名称は，そ 

れ ぞ れ ，  JAECS Distinguished 

Researcher Award ，  JAECS Young 

Researcher Award とする。 

 

（対象業績） 

第 2 条 学会賞・奨励賞の対象業績は，推

薦年度の 4月１日から遡って 3年以内に発

表された英語コーパス及びコーパスツール

の開発・評価・利用に関わる研究，また，英

語コーパスを用いた言語研究・言語教育研

究・関連研究とする。 

2 対象業績には，個人業績，および，共同

研究業績を含む。なお，共同研究業績を個人

の業績に含める場合は，本人の貢献内容お

よび貢献の度合いが確認できるもののみを

対象とする。 

 

（授賞者） 

第 3 条 学会賞は，第 2 条 1 項に掲げる分

野において卓越した業績をあげた個人会員

または会員グループに対して授賞する。 

2 奨励賞は，第 2 条 1 項に掲げる分野に

おいて上記に準ずる業績をあげた，大学院

修了後 15 年以下の会員個人に対して授賞

する。 

3 学会賞・奨励賞とも，各年度の授賞者数

は若干名とする。ただし，該当する業績がな

いと判断された年度においては授賞を行わ

ない。 

4 学会賞・奨励賞とも，同一人物に対して，

同一の賞を重複して授賞しない。ただし，共

同研究業績に基づく複数名への共同授賞は

重複授賞の制限に含めない。  

 

（推薦） 

第 4 条 会員は，学会賞・奨励賞の候補者

として各 1 名の推薦を行うことができる。 

2 推薦には，自薦・他薦を含める。 

 

（選考） 

第 5 条 学会賞選考委員会（以下「委員会」

という）は，推薦された候補者リストに基づ

き，選考を行う。 

2 委員会は，選考の過程で，候補者に対し

て，業績の現物または電子データの提出や，

追加の説明書類の提出を求めることができ

る。 

3 委員会は，最終候補者となった者につい

て，選定された場合の受賞の意思を事前に

確認する。 

4 委員会の判断により，当初の推薦と異な

る賞を授賞する場合がある。 

 

（授賞の承認） 

第 6 条 役員会は，委員会の報告を受け，

当該年度の学会賞・奨励賞の授賞の是非を

審議し，授賞の承認を行う。 

 

（授賞式） 

第 7 条 授賞は原則として学会の大会の場

で行う。 

2 学会賞受賞者に対しては，賞状とともに

賞金 5 万円を贈呈する。 

3 奨励賞受賞者に対しては，賞状とともに

賞金 3 万円を贈呈する。 

（改廃） 

第 8 条 この規程の改廃は，役員会の議決 
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による。 

 

付則 

(1) 本規程は 2020 年 4 月 1 日から施

行する。 

(2) 本規程は 2021 年 4 月 1 日から改

正施行する。 

(3)本規程は 2021 年 12 月 1 日から改正

施行する。 
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英語コーパス学会学生優秀発表賞規程 

 

（賞の定義） 

第 1 条 英語コーパス学会（以下「学会」

という）は，学生による英語コーパス研究の

奨励を目的として，役員会の決定に基づき，

英語コーパス学会学生優秀発表賞（以下「発

表賞」という）を授与することができる。 

2 発表賞の英語による名称は，JAECS 

Student Best Presentation Award とす

る。 

（対象） 

第 2 条 発表賞の対象者は，以下の要件を

すべて満たす者とする。 

(1) 学生会員である者 

(2) 大会において単独発表を行った者 

(3) 発表申し込み時に，発表賞の審査申請

を行った者 

２ 各年度の発表賞受賞者数は若干名とす

る。 

（選考） 

第 3 条 発表の選考は，以下の手順による。 

(1) 会長は，大会発表申し込み時に発表賞

の審査申請があった場合，2 名以上の役員

を審査委員として任命する。 

(2) 審査委員は，当該の学生発表を聴講し

て審査を行い，合議を経て，授賞を行うかど

うか，行う場合は授賞の対象者を決めて会

長に報告する。 

（授賞） 

第 4 条 発表賞の受賞者は，大会の閉会式

において賞状を授与される。 

2 発表賞受賞者に対しては，賞とともに賞

金 1 万円を贈呈する。 

3 会長は，選考結果について学会ウェブサ

イトで公表する。 

（改廃） 

第 5 条 この規程の改廃は，役員会の議決

による。 

 

付則  

(1) 本規程は 2020 年 4 月 1 日から施行

する。 

(2) 本規程は 2021年8月 5日から改正施

行する。 

(3) 本規程は 2021 年 12 月 1 日から改正

施行する。 
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英語コーパス学会功労会員規程 

 

（功労会員の定義） 

第 1 条 功労会員は年度の開始時点におい

て満 65 歳以上で，当該年度の前年度まで

本会に 10 年以上継続して加入し，会費を

納入していた一般会員のうち，本人の申し

出があった者とする。 

（申請） 

第 2 条 功労会員になろうとする者は，原

則として，当該年度の 4 月 1 日から 4 

月末日までの間に，事務局長あて，申請を行

うものとする。 

（審査） 

第 3 条 申請があった場合，事務局は第 1 

条に定める要件を満たしているかどうかを

確認の上，申請者を功労会員に認定する。 

（資格の継続） 

第 4 条 功労会員の資格は，資格が認定さ

れた年度から起算し，10 年間継続される。 

（資格の変更） 

第 5 条 功労会員が一般会員に戻ることを

希望する場合，また，退会を希望する場合

は，その旨，事務局長あて，申請を行うもの

とする。 

（改廃） 

第 6 条 この規程の改廃は，役員会の議決

による。 

 

付則 本規程は 2020 年 4 月 1 日から施行

する。 
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英語コーパス学会正副会長選出規程 

 

（目的） 

第 1 条 英語コーパス学会（以下「学会」

という）の会長・副会長選出手順は，この規

程の定めるところによる。 

（会長の選出方法） 

第 2 条 会長は，役員会が，その構成員（以

下「役員」という）の中から選挙によって選

出する。 

（会長の要件） 

第 3 条 会長は，以下の要件を満たす者と

する。 

(1) 英語コーパス研究関連分野において十

分な研究歴を有すること。 

(2) 学会への十分な貢献を行ってきたこと。 

(3) 学会の運営と会務の執行に意欲を有す

ること。 

(4) 就任時点において 68 歳未満であるこ

と。 

（会長候補者の立候補・推薦） 

第 4 条 役員は，会長候補者として立候補

（自薦）することができる。また，他の役員

を会長候補者として推薦（他薦）することが

できる。 

2 立候補または推薦をしようとする者は，

別に定める期日までに，所定の推薦登録用

紙を学会事務局に提出する。 

3 他薦の場合は，推薦する者に就任の意思

があることを事前に確認しておく。 

（会長候補者の確認） 

第 5 条 事務局は提出された推薦登録用紙

を整理して会長候補者一覧表を作成し，投

票に先立ち，役員会に提出する。 

2 会長候補者一覧表には，候補者の氏名・

所属・趣意を記載する。自薦・他薦の別，他

薦の場合の推薦者名は秘匿される。 

（会長の選出） 

第 6 条 役員は，会長候補者一覧表に記載

された候補者の中から 1 名を選び，投票す

る。 

2 最多得票者を次期会長就任予定者とする。 

3 次期会長就任予定者が，執行部（正副会

長・事務局員）以外の者である場合，引継ぎ

のため，会長は，本人と役員会の了承のも

と，当該者を，就任時までの期間，副会長に

任命することができる。 

（副会長の選出方法） 

第 7 条 次期会長就任予定者は，別に定め

る期日までに，該当者に就任の意思がある

ことを事前に確認した上で，副会長候補者

若干名（うち 1 名は事務局長兼任）を役員

より選び，学会事務局に提出する。 

2 副会長の要件については，本規程第 3 条

に準じる。 

（副会長候補者の確認） 

第 8 条 事務局は次期会長就任予定者から

の申し出に基づき，副会長候補者一覧表を

作成し，投票に先立ち，役員会に提出する。 

2 副会長候補者一覧表には，候補者の氏名・

所属を記載する。 

（副会長の選出） 

第 9 条 役員は，副会長候補者一覧表に記

載された候補者に対して，一括承認ないし

不承認のいずれかに投票する。 

2 承認が投票数の過半数を超えた場合，候

補者を次期副会長就任予定者とする。 

（改廃） 

第 10 条 この規程の改廃は，役員会の議決

による。 

 

付則 本規程は 2021 年 4 月 1 日から施行

する。 
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英語コーパス学会学会誌編集委員会規程 

 

（目的） 

第 1 条 英語コーパス学会（以下「学会」

という）学会誌編集委員会（以下「委員会」

という）の任務，組織，運営は，この規程の

定めるところによる。 

（任務） 

第 2 条 委員会は，学会が発行する学会誌

『英語コーパス研究』（以下「学会誌」とい

う）に関して，投稿論文の査読，編集，発行

業務にあたる。 

（構成） 

第 3 条 委員会は，若干名の委員によって

組織する。 

2 委員は，会員の中から役員会の議を経て

会長が委嘱する。 

3 委員長は，必要に応じ論文審査委員を委

嘱することができる。 

（委員長） 

第 4 条 委員会に，委員長 1 名を置く。 

2 委員長は，会長の任命による。 

3 委員長は，委員会を招集し，これを主宰

する。 

（任期） 

第 5 条 委員の任期は 2 年とし，再任を

妨げない。 

2 年度の途中で委員の委嘱を受けた者の任

期は，先任委員の残任期間とする。 

3 委員長の任期は 2 年とし，引き続き 2 

期までの再任は妨げない。 

（報告） 

第 6 条 委員長は，委員会業務の進捗状況

等について，役員会に報告しなければなら

ない。 

（経費） 

第 7 条 学会誌の発行，委員会開催にかか

る経費については，別に定める。 

（改廃） 

第 8 条 この規程の改廃は，役員会の議決

による。 

 

付則 本規程は 2020 年 4 月 1 日から施行

する。 
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英語コーパス学会学会賞選考委員会規程 

 

（目的） 

第 1 条 英語コーパス学会（以下「学会」

という）学会賞選考委員会（以下「委員会」

という）の任務，組織，運営は，この規程の

定めるところによる。 

（任務） 

第 2 条 委員会は，英語コーパス学会学会

賞（以下「学会賞」という）及び英語コーパ

ス学会奨励賞（以下「奨励賞」という）の授

与について，推薦の募集と受理，及び選考を

担当する。 

（構成） 

第 3 条 委員会は，若干名の委員によって

組織する。 

2 委員は，会員の中から役員会の議を経て

会長が委嘱する。 

（委員長） 

第 4 条 委員会に，委員長 1 名を置く。 

2 委員長は，委員の互選による。 

3 委員長は，委員会を招集し，これを主宰

する。 

（任期） 

第 5 条 委員の任期は２年とし，再任を妨

げない。 

2 年度の途中で委員の委嘱を受けた者の任

期は，先任委員の残任期間とする。 

3 委員長の任期は 2 年とし，引き続き 2 

期までの再任は妨げない。 

（報告） 

第 6 条 委員長は，委員会業務の進捗状況

等について，役員会に報告しなければなら

ない。 

（経費） 

第 7 条 学会賞及び奨励賞の授与，委員会

開催にかかる経費については，別に定める。 

（改廃） 

第 8 条 この規程の改廃は，役員会の議決

による。 

 

付則 本規程は 2020 年 4 月 1 日から施行

する。 
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英語コーパス学会大会実行委員会規程 

 

（目的） 

第 1 条 英語コーパス学会（以下「学会」

という）大会実行委員会（以下「委員会」と

いう）の任務，組織，運営は，この規程の定

めるところによる。 

（任務） 

第 2 条 委員会は，学会が行う大会企画を

立案し，役員会の了承のもと，大会の準備及

び実施を担当する。 

（構成） 

第 3 条 委員会は，若干名の委員及び事務

局長によって組織する。 

2 委員は，役員会の議を経て会長が委嘱す

る。 

（委員長） 

第 4 条 委員会に，委員長 1 名を置く。 

2 委員長は，会長の任命による。 

3 委員長は，委員会を招集し，これを主宰

する。 

（任期） 

第 5 条 委員の任期は 1 年とし，再任を

妨げない。 

2 年度の途中で委員の委嘱を受けた者の任

期は，先任委員の残任期間とする。 

3 委員長の任期は 1 年とする。 

（報告） 

第 6 条 委員長は，委員会業務の進捗状況

等について，役員会に報告しなければなら

ない。 

（経費） 

第 7 条 大会の実施，委員会開催にかかる

経費については，別に定める。 

（改廃） 

第 8 条 この規程の改廃は，役員会の議決

による。 

 

 

(1) 付則 本規程は 2020 年 4 月 1 日から

施行する。 

(2) 付則 本規程は 2023 年 4 月 1 日から

改正施行する。 
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英語コーパス学会旅費支給規程 

 

（旅費支給） 

第 1 条 英語コーパス学会が開催する各種

の委員会及び会議（以下「会議等」という）

への出席者には，役員会の判断により，旅費

を支給することができる。 

（旅費算定基準） 

第 2 条 旅費は，居住地・勤務地のうち，

会議開催地まで行くためにより経済的な起

点からの公共交通機関の往復運賃を支給す

ることができる。なお，航空機を使うことが

必要な場合には，航空機の往復運賃（割引運

賃の使用を原則とする）の実費を支給する

ことができる。 

2 日帰りでの会議出席が困難な場合につい

ては，宿泊費の一部として 5,000 円を旅

費に追加して支給することができる。ただ

し，宿泊を伴う会議出席については，通常の

往復運賃と宿泊料金の合計よりも経済的な

パッケージが利用可能な場合，原則として

それを利用するものとする。 

（旅費支給の適用除外） 

第 3 条 英語コーパス学会大会及び研究会

に付随して行われる会議に出席するための

旅費は支給しない。 

（改廃） 

第 4 条 この規程の改廃は，役員会の議決

による。 

 

付則 本規程は 2020 年 4 月 1 日から

施行する。 
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英語コーパス学会文書等保管規程 

 

（文書等の保管） 

第 1 条 英語コーパス学会（以下「学会」

という）は，学会に関係する文書等につい

て，保管部数と保管期間を定める。 

（保管文書の種別・保管部数・保管期間） 

第 2 条 学会が保管の対象とする文書等の

種別・保管部数・保管期間は以下の通りとす

る。 

(1) 学会誌は，各 3 部を永続的に保管する。

なお，直近 3 号については各 10 部を取

り置き，うち 7 部を希望者への販売用とす

る。 

(2) 会計資料は，関係するすべての文書類

を，当該会計年度の終了後，３年間保管す

る。 

(3) ニューズレターは，各１部を 10 年間

保管する。 

(4) 大会・研究会のプログラム・発表要項

等は，各１部を 10 年間保管する。 

（電子媒体での保管） 

第 3 条 第 2 条の (2)～(4)については，

電子ファイルの保存をもって上記に代える

ことができる。 

（改廃） 

第 4 条 この規程の改廃は，役員会の議決

による。 

 

付則 本規程は 2020 年 4 月 1 日から

施行する。 


